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教育委員会

教育委員会では、横浜の教育が目指す人づくりや方向性を示す「横浜教育ビジョン 2030」を平成 30 年 2 月
に策定し、「自ら学び 社会とつながり ともに未来を創る人」の育成を目指すとともに、子どもに身につけてほし
い力を五つの視点「知：生きて はたらく知」「徳：豊かな心」「体：健やかな体」「公：公共心と社会参画」「開：
未来を開く志」で表し、バランスよく育む教育を推進しています。令和 5 年 2 月には、「横浜教育ビジョン
2030」の具現化に向けたアクションプランとして「第 4 期横浜市教育振興基本計画」を策定し、「横浜教育ビ
ジョン 2030」が示す 4 つの方向性に基づき各施策を進めています。

「横浜教育ビジョン 2030」における 4 つの方向性
方向性 1　子どもの可能性を広げます
方向性 2　魅力ある学校をつくります
方向性 3　豊かな教育環境を整えます
方向性 4　社会全体で子どもを育みます

未来を創る子どもたちを育む横浜の教育

総合教育会議
　令和６年度の総合教育会議では、「今後の横浜の教育
政策について～「第５期横浜市教育振興基本計画」の方
向性～」について協議を行い、教育委員会や関係区局、
関係者と共に、第５期横浜市教育振興基本計画策定に当
たっては、「総合的ないじめ防止に向けた対策の充実・
強化」、「教育DX基盤の形成」、「教育ビッグデータを活
用した教育DXの推進」、「「グローバル教育」と「誰も
が学びを保障される環境」の充実」、「共創による教職の
魅力づくりとプロモーション」の５つの重点戦略に基づ
いて、検討を進めることを確認しました。あわせて、令
和８年度以降についても、横浜教育ビジョン 2030 のア
クションプランである本計画をもって教育大綱に代える
こととすることで、市として一貫性をもって教育行政を
推進することが確認されました。
＜開催概要＞　
・	日　時：令和 6年 12 月 23 日（月）14:00 ～ 15:30
・	 会　場：横浜市庁舎 議会棟 3階 多目的室
・	 出席者：市長、教育長、教育委員５名
・	 同席者：副市長１名、関係区局長等９名
・	 傍聴人：18 名

学校教育の充実

■学校教育指導（学校経営支援課、高校教育課、
人権教育・児童生徒課）

学校教育活動の改善・充実
  本市では、「学習指導要領（小中学校：平成 29 年 3 月、
特別支援学校：平成 29 年 4 月、高等学校：平成 30 年 3

月改訂・公示）」、「横浜市基本構想」及び「横浜教育ビ
ジョン 2030」を踏まえた上で、市立学校や小中一貫教
育推進ブロックが、教育課程（カリキュラム）を自主的・
自律的に編成・実施・評価・改善していく際の拠り所
として、「横浜市立学校 カリキュラム・マネジメント
要領 総則・総則解説」を策定しました。これをもとに、
市立学校では、学習指導要領の趣旨の実現に向けて、「授
業」「人」「学びの場」のつながりを位置付けた教育課程
を編成し、「じっくり考え 高め合い 次につなげる確か
な学び」を通して、「横浜の教育が目指す人づくり」を
目指しています。
　また、小中一貫カリキュラムによる義務教育 9年間を
通した資質・能力の育成を目指し、小中一貫教育を推進
しています。
　市立高等学校については、「第４期横浜市教育振興基
本計画」に基づき、魅力ある高校教育の推進を目指し、
事業を実施しています。
　国際社会で活躍できるグローバル人材を育成するた
め、海外大学への進学支援や、課題の発見・解決に向け
て主体的・協働的に学ぶことを通して探究する力の育成
を図っています。
　特色ある高校づくりでは、戸塚高校音楽コース・横浜
商業高校スポーツマネジメント科において、横浜の資源・
人材を活用した横浜ならではの専門教育を推進するとと
もに、南高校・附属中学校、横浜サイエンスフロンティ
ア高校・附属中学校において、中高一貫教育を推進して
います。　　　
　また、桜丘高校では、近隣の教育機関等と連携した教
員養成プログラムを展開し、未来の横浜市の教育を担う
人材の育成にも力を入れています。
　教職員の採用についても引き続き人物重視の採用を進
めるとともに、教職員研修を推進し、教育活動の充実に
努めています。
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校種別
項　目
校　　　数
児童生徒数
学　級　数
教　員　数
職　員　数

表１　市立学校一覧 令和 7 年５月１日現在

※小学校、中学校の（　）内は分校の数で内数です。高等学校の校数（計）は実学校数ではありません。（全日制との併置校が１校あるため）

総　数

505（3）
252,288
10,465
19,664
1,849 

小学校

336（2）
165,704
7,188
12,090
1,253

中学校

144（1）
74,962
2,535
5,425
390 

義務教
育学校

3
2,428
101
203
16 

全日制
8

6,601
171
674
72

定時制
2

1,121
44
177
17 

高　等　学　校
特別支援学校

　13
1,472
426
1,095
101 

横浜の子ども学力向上事業
　「横浜市子ども学力向上プログラム」（平成 22 年 3 月
策定）を平成 31 年 3 月に改訂し、「横浜市立学校 カリ
キュラム・マネジメント要領」を踏まえた学力向上の取
組を推進しています。市立小・中・義務教育学校におい
て「横浜市学力・学習状況調査」を実施し、その結果を
まとめた分析チャートをもとに、自校の状況を多面的に
分析・評価し、課題の解決に向けた「学力向上アクショ
ンプラン」を作成して、具体的な取組を展開しています。
　「横浜市学力・学習状況調査」は、学習指導要領の改
訂を踏まえ、令和４年度に全面改訂しました。継続して
調査を重ねることで、児童生徒一人ひとりの学力の伸び
が９年間を通して把握できるようになります。
学校図書館の利活用
　子どもの読書意欲の向上や情報活用能力の育成のた
め、市立小・中・義務教育学校・特別支援学校に学校司
書を配置しています。さらに、令和７年７月から、小学
校・義務教育学校・特別支援学校に学校向け電子書籍サ
ービスを導入しています。
児童生徒指導の充実
　児童生徒の健やかな心の成長と人格形成を支援するた
めに、児童生徒指導の充実、学校への指導・支援を行っ
ています。
　いじめをはじめとした諸課題への対応として、全小中
学校に、「児童支援専任教諭」、「生徒指導専任教諭」を
配置しています。
　また、心理や法律の専門家を加えた学校課題解決支援
チームの派遣等、学校の組織力向上に取り組んでいます。
　児童生徒の健全育成に向け、いじめや不登校、暴力行
為等の諸課題の解決に関する情報共有、実践活動を推進
するため、小学校児童支援専任教諭・中学校生徒指導専
任教諭、PTA、青少年健全育成団体及び関係機関が一
堂に会する「横浜市児童生徒指導中央協議会」をはじめ
とした、各種協議会を開催しています。
　ＳＮＳの普及等、子どもたちを取り巻く環境が大きく
変化し、いじめ事案も複雑化・多様化している経緯や社
会情勢を踏まえ、全ての関係者と共通の認識を持ち、い
じめ防止等の対策を進めるため、いじめ防止対策の基本
を定める、「横浜市いじめ防止基本方針」（平成 25 年 12
月策定）を令和７年５月に改定しました。この基本理念
のもと、市全体で児童生徒の健全育成を図り、いじめを
「しない」　「させない」「見逃さない」安心できる社会の
実現を目指しています。
　各学校においても、市基本方針や地域の実情を踏まえ、
児童生徒の意見を取り入れながら、「学校いじめ防止基

本方針」を策定し、実効的・組織的ないじめの防止等の
ための対策に取り組んでいきます。
豊かな心を育む教育活動の充実
　市立小・中・義務教育・特別支援学校では、国に先駆
け平成 29 年度から道徳を教科化しました。また、「豊か
な体験を通して感動する心を大切にするとともに、礼儀
や規律を重んじ人格や生命を尊重して行動する」子ども
の姿の実現を目指し、平成 24 年 3 月に策定した「『豊か
な心の育成』推進プログラム」を平成 31 年 3 月に改定
しました。
　このプログラムは、道徳科の授業や体験活動の充実、
確かな人権感覚・意識の育成、豊かな感性や情操の育成
など、子どもたちの豊かな心を育成するために学校、家
庭、地域が一体となって取り組む視点やそれを支える施
策等をまとめたものです。各学校では、これらのプログ
ラムをもとに推進プランを作成し、学校経営計画・中期
学校経営方針に位置づけて取り組み、学校評価と連動さ
せています。
学校安全教育の推進
　学校安全教育の推進を図るため、「学校安全教育推進
校」（令和７年度：小学校５校）を指定し、「横浜市防災
教育の指針・指導資料」を活用する等、実践的な取組を
行い、その成果を発信します。
中学校部活動支援
　部活動の活性化及び教職員の負担軽減等、持続可能な
部活動を推進するため、学校のニーズに応じて、運動部
及び文化部に顧問や引率のできる部活動指導員を配置し
ています。
　関東大会及び全国大会に出場する生徒の経済的負担の
軽減のために、交通費等の補助を行っています。

■いきいき学校づくり予算（総務課、東部学校教
育事務所教育総務課）

　「いきいき学校づくり予算」とは、各学校の予算につ
いて、学校長の権限と責任の下、一定の範囲内で自由に
予算を使うことができる仕組みです。
　これによって、各学校の特色を活かした自主的・主体
的な学校運営が可能となっています。

教材・教具の整備充実
　各教科に必要な教材等や学校運営上必要な備品等につ
いては、各学校の規模等に応じて予算措置し、その充実
に努めています。
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■学校体育（学校経営支援課）

　生涯にわたる健康の保持増進と豊かなスポーツライフ
の実現に向けた資質・能力の育成が、学校体育のねらい
です。そのために、次のような事業を推進しています。

健康・体力づくりの推進
　子どもたちの健康・体力に関して、現状把握・分析を
行い、今後の健康・体力づくりに取り組んでいます。
　令和４年度からは、各校で作成した「健やかな体の育
成プラン」に基づき、各校での健康・体力づくりを推進
しています。
各種体育大会や競技大会の開催
　児童生徒が年間を通しての体育活動の成果を発表し、
親睦を深めるとともに、生涯スポーツの推進と競技力の
向上を図るため、各種の体育活動や競技大会を開催して
います。
宿泊体験学習・自然教室の実施
　市立小・中・義務教育学校で、豊かな自然環境の中で
の規律ある集団宿泊生活を通じて、通常の学校生活では
得難い体験ができるよう、宿泊体験学習や自然教室を実
施しています。

■国際教育の推進（学校経営支援課、高校教育課）

　国際社会の一員としての自覚をもち、広い視野に立っ
た国際性豊かな児童生徒を育成するため、多文化共生の
視点に立った国際理解教育をはじめ、英語による児童生
徒のコミュニケーション能力の育成を図る英語教育、日
本語指導が必要な児童生徒への支援を推進しています。
国際理解教育
　横浜市独自に雇用した外国人講師を全小学校、派遣を
希望する中学校及び特別支援学校に派遣し、英語を通し
て異文化を体験的に学ぶ国際理解教育を推進していま
す。
　また国際平和に対する意識を高め、国際社会で自分た
ちのできることを実践しようとするグローバル人材を育
成するため、「よこはま子ども国際平和スピーチコンテ
スト」の実施や、「よこはま子どもピースメッセンジャー」
のニューヨーク国際連合本部等への訪問・交流を行って
います。
英語教育推進事業
  児童生徒が英語でコミュニケーションを図る資質・能
力の育成を図るため、英語指導助手（ＡＥＴ）を市立小・
中・義務教育学校及び高等学校全校並びに特別支援学校
12 校に配置しています。また、生徒一人ひとりが達成
度を確認し、今後の学習目標をもつとともに、各学校が
自校の授業改善に生かすため、「実用英語技能検定」の
外部指標を活用しています。小・中・高等学校 12 年間
を見通した英語教育を推進しています。
日本語指導が必要な児童生徒教育
  市立小・中・義務教育学校に多数在籍する日本語指導
が必要な児童生徒の教育については、日本語教室（集中
５教室の設置・各学校への講師派遣）及び国際教室担当
教員配置校（令和 7年 5月 1日現在：小学校 218 校、中

学校 60校）等で日本語指導を行うとともに、ボランティ
アの協力を得て、母語による初期適応・学習支援や放課
後の補習等を行っています。また、「横浜市帰国児童生徒
教育ガイド」「ようこそ横浜の学校へ」等による保護者等
への情報提供及び学校通訳ボランティア派遣等も行って
います。
　また、平成 29 年度には、日本語支援拠点施設「ひま
わり」を中区に、令和 2年度には「鶴見ひまわり」を鶴
見区に、令和 4年度には「都筑ひまわり」を都筑区に開
設し、集中的な初期日本語指導や学校生活の体験を行う
「プレクラス」や日本語指導が必要な児童生徒の保護者
に日本の学校生活を紹介することで転・編・入学時の不
安を軽減する「学校ガイダンス」を行っています。
	
国際学生会館の管理運営
　市内の大学・専門学校等に在籍する留学生に快適な住
環境を提供するとともに、地域での国際理解と交流を図
るため平成６年に設置しました。管理・運営は、指定管理
者として、公益財団法人横浜市国際交流協会が行っていま
す。（令和7年4月1日現在）
横浜市国際学生会館
所在地　鶴見区本町通４-171-23
TEL　045-507-0121

■特別支援教育（特別支援教育課、特別支援教
育相談課）

　国のインクルーシブ教育システム構築の考え方も踏ま
え、一人ひとりの子どもの得意なことを引き出し、可能
性を最大限に伸ばしていくため、あらゆる教育の場で一
貫した適切な指導や必要な支援を行っています。学校で
は、特別な支援を必要とする幼児児童生徒に対し、一人
ひとりが自己実現を図り、生きる喜びを創造しながら、
成長・発達できるよう教育活動に取り組んでいます。
　市立の特別支援学校は、盲特別支援学校１校、ろう特
別支援学校１校、知的障害特別支援学校４校、肢体不自
由特別支援学校 5校、肢体不自由・知的障害部門併設特
別支援学校１校、病弱特別支援学校１校の計 13 校です。
　弱視、知的障害、情緒障害の児童生徒のための個別支
援学級を小学校 334 校、中学校 141 校、義務教育学校 3
校に設置し、併せて一般学級に在籍する弱視、難聴、言
語障害、情緒障害の児童生徒のために、障害の状態等に
応じて指導を受けられる通級指導教室を小学校 16 校、
中学校 4校、ろう特別支援学校及び盲特別支援学校に設
置しています。（令和 7年 5月 1日現在）
　また、小中学校の一般学級に在籍する LD、ADHD、
高機能自閉症等、特別な教育的支援を必要とする児童生
徒への総合的な支援体制づくりを進めています。
特別支援教育に関する校内研修の実施
　「障害を理由とする差別の解消の推進に関する横浜市
立学校教職員対応要領」の手引き等を活用し、障害特性
の理解や合理的配慮に関する校内研修会を全校で実施し
ています。
特別な支援を必要とする児童生徒への支援
　小中学校に在籍する特別な教育的支援を必要とする児
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童生徒に対して、学習面や生活面、安全面の支援の充実
を図るため、「特別支援教育支援員」を配置するとともに、
これに携わる市民ボランティアの研修を実施しています。
就学・教育相談、研修・研究事業（特別支援教育総合セ
ンター）
　特別な支援を必要とする児童生徒に対し、教育・心理
学等の専門的な視点や、発達検査等に基づき、就学相談・
教育相談を実施しています。
　また、教職員を対象に、特別支援教育への理解を深め、
実践的指導力を高めるための各種の研修や研究を実施して
います。

■人権教育（人権健康教育課、生涯学習文化
財課）

　横浜市立学校では、全ての教育活動の基盤として人権
教育を位置づけ、「人権尊重の精神を基盤とする教育」
の一層の推進に取り組んでいます。
学校教育では
　 『｢ だれもが ｣｢ 安心して ｣｢ 豊かに」生活できる学校
をめざして』と「人とのつながりから学び、自分も他の
人も大切にできる子どもの育成」の 2つの理念で人権教
育を進めています。
　一人ひとりの子どもの課題解決をめざす取組を通し
て、子どもの自尊感情を育んでいます。また、多様性を
認め合い、差別や偏見に気付き、それをなくすために具
体的に行動できるよう、教育活動全体を通して取組を推
進しています。
　推進体制として、人権教育センター校（４校）、人権
教育実践推進校（56 校）、人権教育推進地域校（５ブロ
ック、27 校）及び区別・校種別人権教育推進協議会（20
協議会）を設置するとともに、全校に「人権教育推進担
当者」を置き、取組の推進を図っています。
　さらに、管理職及び教職員を対象とした人権研修や各
校で人権教育を推進していくための研修を行い、教職員
が自らの人権感覚・人権意識を磨き続けています。
社会教育では
　一人ひとりの市民の皆さんが互いに尊重しあい、共に
生きる社会の実現に向けて、市民向けの成人教育講座を
開催しています。

■校務ＤＸの推進、情報教育（教育ＤＸ推進
課、学校経営支援課）

　GIGAスクール構想を推進し、子どもたちの情報活用
能力を育成するため、教育情報ネットワーク、教育用コ
ンピュータや校内LANなど学校の情報基盤を運用管理
します。また、教員の ICT活用指導力の向上を図るため、
ICT支援員を学校に派遣するとともに各種研修を実施し
ます。
主な事業
　①教育情報ネットワークシステムの運用管理。②教育
用コンピュータの無線 LAN環境の運用管理。③校務用
コンピュータの整備運用、校務システムの運用管理及び
改修。④ ICT支援員の派遣。⑤文部科学省より示された

教員の ICT活用指導力の基準に合わせた研修や学校現場
へ講師を派遣する研修など、時代や学校現場のニーズに
合わせた研修の実施。

■学校保健（人権健康教育課）

健康診断
　学校保健安全法等に基づき、児童生徒の健康診断を実
施しています。
感染症対策・アレルギー対策
　学校における新型コロナウイルス感染症、インフルエ
ンザ、感染性胃腸炎、麻しん・風しん等感染症対応を行
っています。
　また、「アレルギー疾患の児童生徒対応マニュアル」
に基づき、アレルギー疾患の児童生徒が学校生活を安心・
安全に送れるよう、対応を行っています。
保健室支援事業
　養護教諭非常勤講師を配置し、保健室経営の安定、学
校及び児童生徒の状況に応じたきめ細やかな支援を行っ
ています。

■小学校等給食（学校給食・食育推進課）

　市立小学校335校、義務教育学校（前期課程）3校、義
務教育学校（後期課程）2校及び特別支援学校 10校にお
いて、学校給食法等に基づく学校給食を実施しています。
　安全・安心でおいしい学校給食を提供するため、本市
では基準献立に基づいて調達した給食用物資を各学校に
配送し、各学校の給食調理場で調理を行う自校調理方式
をとっています。
　また、平成 29 年３月に教育委員会で策定した「学校
における食育推進指針」に基づき、各校ごとに「食育の
全体計画」を策定し、食育に取り組んでいます。
食中毒対策
　学校給食衛生管理基準及び衛生管理のマニュアル等に
基づき、学校に納入される食材の検査の実施、加熱調理
の徹底、日常点検の実施等の対策を行い、食中毒の発生
防止に努めています。
給食調理業務民間委託
　学校給食の一層の効率的な運営を図るため、令和 7年
度には、市立学校 203 校において、調理、教室までの運
搬等について民間委託を実施しています。

■中学校給食（学校給食・食育推進課）

　市立中学校 143 校（市立高校附属中学校２校含む）、
義務教育学校（後期課程）１校において、令和３年４月
から学校給食法等に基づく学校給食を実施しています。
「横浜市中期計画 2022 ～ 2025」に基づき、令和８年度
からの全員給食に向けて、対象中学校をA区分と B区
分の２区分に分け、給食の調理・配送を行う事業者公募
を実施し、すべてのエリアで事業者が決定し、委託契約
を締結しました。また、配膳室などの環境整備を進める
と共に、中学校給食推進校を 18 区 34 校に拡大して効率
的な配膳方法を検証したほか、プロモーション等による
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利用促進に努めました。今後も引き続き、食缶による汁
物の提供やアレルギー代替食の提供といった新しい取組
を円滑に実施するための具体的な検討を進めるほか、安
全・安心で魅力ある給食を提供するため、衛生管理の強
化、生徒と共に作る献立など、着実に取り組んでいきま
す。
	

■公益財団法人よこはま学校食育財団（学校
給食・食育推進課）

　学校給食の充実発展とその円滑な運営を図ることを目
的に、給食物資の調達、食の安全・安心への取組、地産
地消及び食育の推進等を委託しています。
　公益財団法人よこはま学校食育財団
　 所在地　横浜市中区尾上町 1丁目 6番地
　 TEL  045-662-2541、FAX  045-662-7834
	

■方面別学校教育事務所（各学校教育事務所）

　学校教育事務所は市内 4方面にそれぞれ設置されてお
り、「教育活動支援」、「人材育成」、「学校事務支援」、「地
域連携推進」を柱に、より学校に近い場所から、教育課
程や学校経営等を適確・迅速・きめ細かに支援すること
で、学校の自主性・自律性を高めています。更に学校が
抱える様々な課題への対応力の向上を支援する「学校課
題解決支援チーム」を派遣するなど、校長のマネジメン
トによる学校経営を推進しています。
　また、教員の授業力向上を支援する「授業改善支援セン
ター（ハマ・アップ）」を各事務所に併設、事務所として
より包括的に学校を支援する体制づくりを進めています。

・東部学校教育事務所
　西区花咲町 6-145　横浜花咲ビル４階
　TEL 045−411−0603
・西部学校教育事務所
　保土ケ谷区仏向町 845-2　特別支援教育総合センター 2階
　TEL  045−336−3730
・南部学校教育事務所
　港南区上大岡西 1-13-8　大樹生命上大岡ビル 4階
　TEL  045−843−6403
・北部学校教育事務所
　都筑区茅ケ崎中央 40-3　グランクレールセンター南 1階
　TEL  045−944−5968

■地域と学校との連携（学校支援・地域連携課）

学校運営協議会の設置
　保護者や地域住民のニーズを学校運営に反映させると
ともに、学校・家庭・地域が一体となってより良い教育
の実現に取り組むため、保護者や地域住民等が一定の権
限を持って学校運営へ参画する合議制の機関である「学
校運営協議会」の設置を進め、令和７年４月までに累計
500校に設置しました。
学校・地域コーディネーターの養成
　学校教育と地域の人材や社会的資源をつなぐ「学校・地
域コーディネーター」を令和６年度には、165名養成（累計
1,802名）し、子どもの学習支援や学校と地域との交流事業
を推進しました。
よこはま学援隊の活動支援
　校門・通学路など児童生徒の安全見守り活動などを行
う保護者・地域住民から構成される学校安全ボランティ
ア団体「よこはま学援隊」の活動を支援しています。

■就学奨励事業（学校支援・地域連携課）

　①経済的理由により就学困難な児童生徒に対し学用品
費等を支給する就学援助事業　②個別支援学級に就学す
る児童生徒に対し特別支援教育の振興のため学用品費等
を支給する個別支援学級就学奨励事業　③市内の私立学
校に在籍する児童生徒、外国人学校に在籍する外国人児
童生徒、市内外の国・県立学校に在籍する児童生徒のう
ち経済的理由により就学困難な者に対し、学用品費等を
支給する私立学校等就学奨励事業　④高校生（保護者が
市内居住者に限る）に対する奨学金給付事業　⑤夜間学
級に就学する生徒のうち、経済的理由により就学困難な
者に対し、学用品等を支給する夜間学級就学奨励事業を
行っています。

■私学助成事業（学校支援・地域連携課）

　私学教育の振興を図るため、昭和 57 年以来、私立学
校に対し施設・設備の充実を目的として助成しています。
　令和５年度には、小学校（10 校）、中学校（28 校）、
高等学校（36 校）、特別支援学校（２校）、外国人学校（21 
校）の計 97 校に対して、総額で 7,091 万円を助成しま
した。
※中等教育学校は、前期課程を中学校、後期課程を高等
学校として積算

表２　給食実施状況 令和７年５月１日現在

※学校数、児童生徒数について義務教育学校（前期課程）は小学校に、義務教育学校（後期課程）は中学校に含む。

給食種別 校　種　別 実施学校数 実施児童
生　徒　数

給　食　従　事　者　数 備　　　考計 栄養教諭 学校栄養職員 調　理　員

完全給食
小 学 校 338 156,254 502 91 93 318 米 飯 給 食

（小）週 3.5 回実施
（中）週 4.5 回実施 
（特）週 3.5 回実施

中 学 校 146 75,691 — — — —
特別支援学校 10 1,125 34 ９ １ 24

合　　　　　計 494 233,070 536 100 94 342
夜間給食 定 時 制 高 校 2 1,129 — — — —
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事　業　費支給人員区　　分

区　分

区　　分

表３　就学援助費支給内訳 令和 6 年度（単位：円）

※被災児童生徒分を除く

総　　計
小　学　校
中　学　校

27,068
17,094

9,974

1,602,939,266
588,930,381

1,014,008,885 

表４　個別支援学級就学奨励費支給内訳 令和 6 年度（単位：円）

総　　計
小　学　校
中　学　校

支給人員
8,272
5,950
2,322 

事　業　費
239,839,163
180,554,426

59,284,737 

表５　高等学校奨学金支給内訳 令和 6 年度（単位：円）

高等学校

支給人員

2,000

月　　額 年　　額 事　業　費

120,000,000

表 7　大規模改造等

表 6　小・中学校の建替え事業

　令和 6 年度

令和 6 年度

※辞退による未支給あり

事 業 名

区分

校　数

校数

校　名

校　名

防 災 機 能 強 化

建替工事着手校

体育館空調設備設置

大 規 模 改 造

25 校

6 校

20 校

66 校

小田中ほか

今宿小、つつじが丘小、矢向小、
吉原小、菊名小、戸塚小　

篠原小ほか

中和田中ほか

5,000 60,000

学校施設の整備
■学校施設（教育施設課、学校計画課）

　全国的には、児童・生徒数は減少傾向にありますが、
本市では、大規模な住宅開発などにより、児童・生徒数
が増加している地域が一部あります。そのため校舎の新
増改築事業を進めています。
　また、老朽化が進んだ学校施設の建替えを進めました。
令和５年６月に改訂した「横浜市立小・中学校施設の建
替え等に関する基本方針」に基づき、学校施設の長寿命
化にも取り組みます。
　既存の学校では、教育環境の充実を図るため、外壁・窓
サッシの改修、体育館の改修、トイレの改修、エレベータ
ーの設置、体育館への空調設備の設置などを行っています。

■学校用地（教育施設課）

　校庭や運動施設などの整備を行い、児童・生徒が安全
に体育活動等ができるよう、良好な環境づくりに努めて
います。

生涯学習の推進

■生涯学習の推進（生涯学習文化財課）

　国際化、⾼度情報化、少⼦⾼齢化の進展や地域課題の
多様化といった社会情勢の変化を踏まえ、⽣涯学習の視
点からの市⺠の⾃発性に基づく学習の⽀援と社会のさま
ざまな課題に対応した⽣涯学習施策を推進するととも
に、地域における課題解決に向けた取組が進むための仕
組みづくりなど、さまざまな⽀援を⾏っています。

社会教育委員の設置
　学校教育関係者、社会教育関係者、学識経験者、家庭
教育関係者、その他教育委員会が必要と認める者に社会
教育委員を委嘱し、社会教育に関する調査・研究に取り
組んでいます。

生涯学習を支援する体制の整備
　市民の皆さんの自主的な学習活動を支援するため、市
民活動・生涯学習支援センターの運営を各区で実施し、
学習情報の提供、学習相談等を行っています。
　また、生涯学習を全市的視点から総合的に推進してい
くため、調査・研究や学習情報の収集・整理、生涯学習
関係職員への研修などを行っています。

■生涯学習の振興（生涯学習文化財課、学校
支援・地域連携課）

　人生 100 年時代が到来し、ICT 活用の進行などを背
景に、市民の皆さんの学習活動への参加意欲はますます
高まっています。一方、家庭や地域の教育力低下への対
応、地域コミュニティの再生と地域教育力の活用など、
新たな課題も生まれています。こうした状況に対応する
ため、様々な機会を提供し、生涯学習の振興を図るとと
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４　二十歳の市民を祝うつどい
　二十歳を迎えた市民を祝い励ますとともに、成人
としての社会的責任を改めて自覚し、横浜への愛着
を深めてもらうことを目的として「二十歳の市民を
祝うつどい」を開催しています。
５　読書活動の推進
　「横浜市民の読書活動の推進に関する条例」等関係
法令に基づき、令和 7年 3月に「第三次横浜市民読
書活動推進計画」を策定し、市全体で読書活動を推
進しています。
　さらに、全区で策定した読書活動の目標に基づき、
多くの人が読書に親しみ、楽しむことができるよう区
役所、図書館、学校が連携して取組を進めています。

■学校開放の推進（学校支援・地域連携課）

学校施設の開放
　地域における文化・スポーツ活動の場として、学校教
育上支障のない範囲で市立小・中学校、特別支援学校の
校庭、体育館、音楽室などの開放を行っています。
　運営については、登録団体や地域の方を中心に組織さ

概　　　　　要

もに、学校への支援を進めています。
１　社会教育コーナーの管理運営
　市民の皆さんの生涯学習・社会教育活動の場を提
供しています。
横浜市社会教育コーナー

　　　所在地　磯子区磯子３-６-１-１
　　　TEL・FAX　045-761-4321

２　家庭教育の支援
　親子で参加する「体験活動」や、子育てについて
学ぶ「学習会」などを活用して、大人同士が交流し、
地域で気軽に話し合える関係のきっかけづくりを目
的とした事業を実施しています。
　また、父親の子育て参加の機会を広めるため「お
やじの会」の活動を支援しています。
３　社会教育関係団体の活動支援・指導者養成
　自主的・自立的な社会教育関係団体の活動を支援す
ることにより、団体の振興と活性化を図っています。
　PTAには、横浜市 PTA連絡協議会機関紙「PTA
よこはま」発行や、新任役員研修会等に対する経費
や、各区・部会 PTA連絡協議会研修事業等に対す
る経費の一部を補助しています。

表 9　文化財関連施設一覧表　　※印 指定管理者制度導入　生涯学習文化財課
名　　　称

※横浜市歴史博物館

所　在　地

都筑区中川中央
１− 18 −１

TEL
045
（912）
7777

FAX
045
（912）
7781

開館時間

午前９時
　〜午後５時

休　館　日
月曜日
（祝日を除く）
年末・年始他

入館料

有　料
横浜に生きた人びとの生活の歴史を展示の基本理念
としています。	
ホームページ https://www.rekihaku.city.yokohama.jp/

大塚・歳勝土遺跡
（国指定史跡）

都筑区大棚西１
大塚・歳勝土

遺跡公園内

045
（912）
7777

045
（912）
7781

午前９時
　〜午後５時

月曜日
（祝日を除く）
年末・年始他

無　料
弥生時代のムラの跡で竪穴住居７棟をはじめ高床式
倉庫などを復元して公開しています。
大塚遺跡を除く公園部分は 24 時間オープン。

埋蔵文化財センター 栄区野七里
２−３−１

045
（890）
1155

045
（891）
1551

午前９時
　〜午後５時

土・日曜日
祝日
年末・年始

無　料
横浜市内の出土品を収蔵展示室で公開しています。
ホームページ　https://www.rekihaku.city.yokohama.
jp/maibun/

※横浜開港資料館

※横浜都市発展
　記念館

※横浜ユーラシア
　文化館

中区日本大通３

中区日本大通
12

中区日本大通
12

045
（201）
2100

045
(663)
2424

045
(663)
2424

045
（201）
2102

045
(663)
2453

045
(663)
2453

午前９時 30 分
　〜午後５時

午前９時 30 分
　〜午後５時

午前９時 30 分
　〜午後５時

月曜日
（祝日を除く）
年末・年始他

月曜日
（祝日を除く）
年末・年始他

月曜日
（祝日を除く）
年末・年始他

有　料

有　料

有　料

開港期を中心とする横浜の歴史資料を集め、閲覧に
供するとともに、広く公開・普及、展示をしています。
ホームページ　http://www.kaikou.city.yokohama.jp/
開港期から現在にいたる都市横浜の発展の歩みを、昭和
戦前期を中心に、「都市形成」「市民のくらし」「ヨコハマ
文化」の３つの側面にスポットをあてて展示しています。
ホームページ　http://www.tohatsu.city.yokohama.jp/
ヨーロッパとアジアを合わせた広大なユーラシア地
域の考古、美術、歴史、民族、文化などに関する資
料を展示しています。
ホームページ　https://www.eurasia.city.yokohama.jp/

※横浜市三殿台
　考古館

磯子区岡村
４− 11 − 22

045
（761）
4571

045
（761）
4603

午前９時
〜午後 5時（ 4	月〜9月）
〜午後4時（10月〜3月）

月曜日
（祝日を除く）
年末・年始

無　料
縄文・弥生・古墳の各時期の遺跡が複合する国指定
史跡三殿台遺跡の公開をしています。
ホームページ　https://www.rekihaku.city.yokohama.jp/shisetsu/sandd/

横浜市八聖殿郷土
資料館

中区本牧元町
76 −１
本牧臨海公園内

045
（622）
2624

045
（622）
2657

午前９時 30 分
　　〜午後４時

第３水曜日
（祝日を除く）
年末・年始

無　料
市内の近世から現代に至る庶民の生活用具であった
民俗資料等を展示しています。
ホームページ　https://www.rekihaku.city.yokohama.jp/shisetsu/hasei/

市ケ尾横穴古墳群
（県指定史跡）

青葉区市ケ尾町
1639 −２

連絡先
045
（671）
3284

無　料
６世紀後半から７世紀後半にかけて、関東地方南部
の古墳文化を解明する上で貴重な横穴墓群を公開し
ています。

稲荷前古墳群
（県指定史跡）

青葉区大場町
156 − 10 外

連絡先
045
（671）
3284

無　料 『古墳の博物館』と呼ばれ各種の古墳が作られた遺跡で、３基の古墳を保存公開しています。

称名寺境内
（国指定史跡）

金沢区金沢町
212

連絡先
045
（671）
3284

午前８時 30 分
　〜午後４時 30 分 無　料

称名寺の寺域、称名寺の塔頭、金沢文庫跡推定地、
背後の丘陵等の歴史的景観を含んだ旧境内地を国指
定史跡として管理しています。

R6 年度利用者数
表 10　野外活動施設一覧表　学校経営支援課

名　　　称

少年自然の家赤城林間学園

少年自然の家南伊豆臨海学園

所　在　地

群馬県利根郡昭和村糸井 7135

静岡県賀茂郡南伊豆町子浦 1437

0278-24-7011

0558-67-0255

赤城：水曜、南伊豆：月曜
施設点検日 12/28 ～ 1/4（２
施設共通）

電話番号 休　館　日

赤　城：12,658

南伊豆：  6,847

※少年自然の家赤城林間学園のキャンプ場についてはH26.3.31 廃止。
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れた「文化・スポーツクラブ」により、自主的・自立的
に行われています。
コミュニティハウス（学校施設活用型）の開設
　地域における学習・文化・福祉活動などの場として、
また地域の人のふれあいや学校と地域との交流・連携を
深める場として開設しています。
　施設内容としては、研修室（多目的室）、和室、ミー
ティングサロン、図書コーナーなどがあります。

■文化財保護（生涯学習文化財課）

横浜市指定・地域文化財の保護助成
　横浜市文化財保護条例に基づき、横浜の歴史、文化又
は自然を理解するうえで重要なものを市指定文化財に指
定し、地域が大切に守ってきたもの、地域の歴史を知る
うえで必要なものを地域文化財として登録します。
　これらの文化財に対して、所有者への修理等補助金、
管理奨励金を交付しています。
令和６年度指定件数
　横浜市指定文化財　指定 3件

史跡等の保護
　国指定史跡である三殿台遺跡及び大塚・歳勝土遺跡を
はじめ、県指定史跡市ケ尾横穴古墳群・稲荷前古墳群等
の良好な維持管理に努めています。
無形民俗文化財の保護
　市内の地域性のある民俗芸能を保存する団体に補助金
を交付し、伝承と後継者の育成を図っています。
天然記念物の保護
　国指定天然記念物「ミヤコタナゴ」の保護育成を図る
ための保護増殖・生息地復元調査等を実施しています。
埋蔵文化財の保護
　文化財保護法に基づき、発掘調査等を行い土木工事等に
より失われる埋蔵文化財の保護に努めています。
文化財の調査研究
　市内にある各種文化財の現況を把握するための総合調
査を行い、文化財保護行政の基礎資料とするほか、専門
的な学術調査も実施しています。
文化財の普及活動
　文化財に対する市民の皆さんの理解と関心を高めるた
めに、埋蔵文化財の発掘調査の成果を標示した旧跡・由
来板や、指定・登録された文化財の説明板を設置するほ
か、文化財の学校教材としての活用や、文化財を所有す
る方の御協力をいただき、特別公開事業を実施する等の
取組を進めています。
文化財保存活用地域計画推進
　市域における文化財の保存・活用に関する総合的な計
画の文化庁認定を令和６年度に受けました。計画周知の
ために作成した動画等を活用した情報発信を行うととも
に計画に基づく事業を推進します。

■公益財団法人横浜市ふるさと歴史財団（生涯
学習文化財課）

　ふるさと意識の醸成と市民文化の発展に寄与すること
を目的として設立された公益財団法人横浜市ふるさと歴

史財団に対し、横浜市歴史博物館等文化財関連５施設の
指定管理者として管理運営及び歴史・文化財の普及、調
査研究、資料収集保管等の各種事業を委任しているほ
か、市内史跡等の管理を委託しています。
公益財団法人横浜市ふるさと歴史財団
所在地　都筑区中川中央１-18- １（横浜市歴史博物館内）
　　　　TEL　045-912-7771、FAX　045-912-7780

横浜市立図書館
■横浜市図書館ビジョンの推進（教育政策推

進課、中央図書館企画運営課）

　10 ～ 20 年後を見据え、これからの図書館の「目指す
姿」や「取組の方向性」を示すものとして、横浜市図書
館ビジョン（以下「図書館ビジョン」という。）を令和
６年３月に策定しました。
　この図書館ビジョンの具体化に向け、令和６年 12 月
に「今後の市立図書館再整備の方向性」を策定し、サー
ビス充実に向けて取り組んでいます。

■図書館の運営（中央図書館企画運営課、調査資
　料課、サービス課、地域図書館 17 館）

図書館の運営とサービス
　横浜市立図書館では、市民の皆さんの生涯学習・課題
解決・読書活動を支援しています。市立図書館全館をオ
ンラインで結ぶ図書館情報システムにより、全館の所蔵
資料を検索、どの図書館でも貸出・返却・予約ができま
す。また、図書等の発注・整理などの作業は中央図書館
で集中処理し、業務を効率化しています。ホームページ
では、蔵書の検索ができるほか、イベント情報や地域資
料リスト等、各種の情報発信も行っています。
　令和７年３月に、都筑南図書取次所（愛称：つづきの
本ばこ）を新たに開設し、サービスの充実に取り組んで
います。
【各図書館】
　各図書館では、各区で策定した読書活動推進目標に基
づき、収集している豊富な図書等の資料や司書職員の専
門性を活かし、地域性に応じた企画事業を行っていま
す。区役所や地域の各種機関・企業と連携し、効果的な
事業展開に取り組んでいます。図書館における市民参加
の仕組みづくりにも取り組み、おはなし会や本の修理な
どのボランティアを養成・支援する講座を開催し、同時
に活動の場も提供しています。
【蔵書充実などの取組】
　「横浜市立図書館資料収集基準」に基づく資料収集を継
続実施しています。各分野の基本書や定番図書を核に、市
民の皆さんの多様な情報要求に応えられる蔵書の構築を推
進しています。
　また、市民・地域団体・企業・大学などから積極的に図
書の寄贈を受け付け、蔵書の充実を図っています。
　そのほか、最新の専門情報を扱うオンラインデータベー
ス、自分の情報端末で読書が楽しめる電子書籍など、デジ
タル技術を活用したサービスにも取り組んでいます。
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育教 委 員 会

表１1　横浜市立図書館 令和 7 年 3 月 31 日現在

館名 所在地
電話 
番号

併設施設 閲覧席
（児童）

資料数
開館 
日数

入館者数図書資料 音楽映像
資　　料

点字 
図書

総数 新聞 雑誌
点字 
雑誌一般書 児童書 計

中央図書館 〒 220-0032
西区老松町 1

045
(262)
0050

公共駐車場 658	
(37)

1,579,331
冊

181,714
冊

1,773,130
冊

15,037
点

1,488
冊

1,789,655
冊

185
紙

1,289
誌 8 誌 344

日 666,623 人

鶴見図書館
〒 230-0051
鶴見区鶴見中央
2-10-7

045
(502)
4416

保育所 44
(8) 73,722 36,862 110,584 － 0 110,584 11 69 － 344 239,273

神奈川
図書館

〒 221-0063
神奈川区立町
20-1  

045
(434)
4339

老人福祉
センター
他

47
(15) 81,034 35,316 116,350 － 0 116,350 12 66 － 344 296,425

中　図書館
〒 231-0821
中区本牧原
16-1   

045
(621)
6621

地区センター・
知的障害者
通所施設

35
(12) 76,355 35,087 111,442 － 151 111,593 23 100 － 344 236,448

南　図書館
〒 232-0067
南区弘明寺町
265-1

045
(715)
7200

公園・公園屋
外プール

40
(10) 75,040 31,976 107,016 － 150 107,166 27 85 － 343 271,498

港南図書館
〒 234-0056 
港南区野庭町
125

045
(841)
5577

－ 39
(14) 77,745 36,551 114,296 － 22 114,318 22 69 － 343 178,408

保土ケ谷
図書館

〒 240-0006 
保土ケ谷区星川
1-2-1

045
(333)
1336

公会堂 67
(10) 114,034 49,066 163,100 － 150 163,250 17 76 － 343 314,338

旭　図書館
〒 241-0005 
旭区白根
4-6-2

045
(953)
1166

公共駐車場 36
(6) 85,474 35,444 120,918 － 0 120,918 13 69 － 344 216,580

磯子図書館
〒 235-0016
磯子区磯子
3-5-1

045
(753)
2864

区役所・
公会堂

57
(20) 105,483 44,612 150,095 － 0 150,095 15 89 － 343 337,413

金沢図書館
〒 236-0021
金沢区泥亀
2-14-5

045
(784)
5861

地区センター 43
(6) 104,194 46,677 150,871 － 160 151,031 15 78 － 344 379,035

港北図書館
〒 222-0011
港北区菊名
6-18-10

045
(421)
1211

地区センター 109
(11) 113,800 56,013 169,813 － 150 169,963 25 111 － 344 422,408

緑　図書館
〒 226-0025
緑区十日市場町
825-1

045
(985)
6331

老人福祉
センター・地
域ケアプラザ

32
(12) 74,907 42,209 117,116 － 63 117,179 27 72 － 344 373,973

山内図書館
〒 225-0011
青葉区あざみ野
2-3-2

045
(901)
1225

地区センター 80
(24) 119,033 74,971 194,004 － 150 194,154 12 107 － 344 446,817

都筑図書館
〒 224-0032
都筑区茅ケ崎中央
32-1

045
(948)
2424

区役所・公会堂・
児童相談所
他

80
(28) 106,684 55,434 162,118 － 0 162,118 18 119 － 343 778,254

戸塚図書館
〒 244-0003
戸塚区戸塚町
127

045
(862)
9411

ポンプ場・公
会堂・地区セ
ンター

61
(16) 132,405 55,613 188,018 － 143 188,161 18 84 － 343 554,177

栄　図書館
〒 247-0014
栄区公田町
634-9 

045
(891)
2801

－ 62
(23) 74,431 36,481 110,912 － 155 101,067 14 55 － 344 257,434

泉　図書館
〒 245-0016
泉区和泉町
6207-5

045
(801)
2251

－ 35
(12) 78,944 33,448 112,392 － 150 112,542 13 71 － 344 191,192

瀬谷図書館
〒 246-0015
瀬谷区本郷
3-22-1 

045
(301)
7911

－ 34
(7) 75,250 36,284 111,534 － 0 111,534 15 64 － 344 145,342

全館計 3,159,951 923,758 4,083,709 15,037 2,932 4,091,678 482 2,673 8 － 6,305,638

（注 1）   閲覧席のかっこは内数、統計数値については、令和 7年３月 31 日現在または令和 6年度年間の数値
（注 2）  「資料数」内の「図書資料」の計には、団体貸出用を含む
　開館時間　火～金曜日…中央図書館・山内図書館　午前９時 30 分～午後８時 30 分、地域図書館（山内図書館を除く）　午前９時 30 分～午後７時	

　　　　土・日・月曜日・祝日・12/28…午前９時 30 分～午後５時　　１/４…正午～午後５時
　休  館  日　施設点検日（月１回）、年末年始（12/29 ～１/３）、図書特別整理期間（３日間）
　　　

【障害者サービス・移動図書館・団体貸出事業】
　中央図書館では、視覚等に障害がある方向けの録音図
書等の製作、来館困難な方向けの図書の配送貸出を実施
しています。また、全館で対面朗読サービスや録音図書
等の貸出を実施しているほか、デジタル録音図書再生機
や拡大読書器を設置しています。
　市民の皆さんの身近なところでの読書機会の充実のた
め、①移動図書館「はまかぜ号」では、約 3,000 冊の本
を積載し、市内 30 か所を巡回、②団体貸出事業では、

中央図書館と５つの地域図書館で、地域団体が運営する
地域文庫などに最大 500 冊まで貸出しています。
市民の学習活動・課題解決の支援
　図書館の資料を使って、調べものや資料・情報探しの
援助を行うレファレンス（調査相談）サービスでは、窓
口、電話、電子申請などで受け付け、市民の皆さんから
の相談のほか、市役所各部署からの調査依頼にも応じて
います。
　また、就労や子育て、医療健康、法情報など、区の特
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性に合わせた資料や情報を、各区の図書館でコーナー化
するなどして再編し、市民の皆さんの生活課題の解決に
役立つ情報を、わかりやすい形で提供するよう努めてい
ます。
　講座・講演会、企画展示については、大学や専門研究
機関、民間団体や市役所各区局と連携した事業に、積極
的に取り組んでいます。中央図書館では「ヨコハマライ
ブラリースクール」を開催し、最新の研究成果や、起業
や医療などの生活課題について幅広く学習する機会を提
供しています。
　図書館のホームページでは、絵地図などの歴史的資料
や市民の皆さんから提供を受けた写真をデジタル化し、
アーカイブ「都市横浜の記憶」として公開しています。
これらのデータは、企業や民間団体の事業でも活用され
ています。
学校や地域と連携した読書活動推進
　子どもに身近な学校図書館への支援のため、①教職員
向け貸出や授業支援に役立つ本をまとめたセット貸出、
②外国語を母語とする児童生徒向け図書の学校貸出、③
学校図書館ボランティアや学校司書向けの研修や相談な
どを実施しています。
　一方、地域と連携した読書活動推進の支援のため、①
保育施設や福祉施設など地域で活動するボランティア向
けに絵本の読み聞かせ講座、②地域の施設での出張講座
などを実施しています。

教育センター
■教育センター事業（教職員育成課、学校経

営支援課 )

教育センター
　教育センターでは、教職員への研修・指導等の他、教
育に関する調査研究事業、カリキュラム開発に関する事
業を行うとともに、研修室、授業改善支援センター（ハマ・
アップ）を設置し、教職員の研究・研修を支援しています。
授業改善支援センター（ハマ・アップ）
　教職員の授業力向上のための支援の一環として、各学校
教育事務所に併設し、教育関係の新刊図書や雑誌、学習指
導案を収集・整備し、教職員が閲覧できるようにしています。

■教職員育成事業（教職員育成課）

教職員研修
　年々複雑化・多様化していく教育課題に対応していく
ため、「人材育成指標」に基づき、オンライン研修や集
合研修、企業等への研修派遣などの各種研修を初任者か
ら管理職に対し実施することにより、教職員の資質・能
力の向上を図っています。
　令和 7年度も、海外研修派遣（ニュージーランド）を
実施します。教職大学院、大学・企業等への研修派遣は
内容・効果等を考慮し、適切な方法で実施しています。
　また、大量採用した初任者等が安心して教育活動等を
行えるよう、学校管理職経験者等を初任者等支援員とし
て派遣し、経験の浅い教職員への支援を行っています。

　

■教員養成事業（教職員育成課）

よこはま教師塾「アイ・カレッジ」
　実践力のある教員の養成を図るため、本市教員志望者
を対象としたよこはま教師塾「アイ・カレッジ」を開講
しています。
　「アイ・カレッジ」では、実践的な講義・演習等を行
うとともに、大学設置型の「アイ・カレッジ」を横浜国
立大学、日本体育大学、関東学院大学、玉川大学で実施
するなど、大学と連携して学校が求める教員の養成に取
り組んでいます。
　なお、卒塾した塾生は、令和 8年度実施の横浜市教員
採用試験において、アイ・カレッジ特別選考区分で受験
することができます。
大学等との連携・協働事業
　教職経験が浅い教員の増加が引き続き見込まれる中、
学校での実際の状況を踏まえた実践力のある教員の養成
が求められています。このため、学生が学校現場を体験
して実践力を付ける場の提供を目的に、教育実践ボラン
ティア、インターンシップ、教育実習の受入れ及び活動
の充実を図っています。今後も、大学等との連携・協働
により、教員の養成から育成まで、連続した一体的な取
組の充実を図っていきます。

■教育課程開発・授業改善支援・学校評価推
進事業（学校経営支援課）

教育課程開発
　「横浜市立学校 カリキュラム・マネジメント要領」に基
づき、各学校が、「育成を目指す資質・能力」を育むカリキ
ュラム・マネジメントを推進する支援をしています。
　また、「主体的・対話的で深い学び」の視点による授業改
善を進めるための情報を各学校に提供しています。
　学校が自主的・自律的に学習指導要領や「横浜教育ビジ
ョン2030」の理念を踏まえた教育課程の編成等を進めてい
けるように、学校らしさを生かしたカリキュラム・マネジ
メントへの支援を充実していきます。
小中一貫教育推進
　全ての小・中学校が、中学校区を基本とした「小中一
貫教育推進ブロック」を構成し、小・中学校の教職員の

「ロイロノート・スクール説明会」風景
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連携・協働による義務教育 9年間の連続性・系統性のあ
る教育の実現に向けた支援を行っています。
　平成 28 年度に本市教育委員会の規則の改正を行い、
これまで７ブロックに中学校併設型小学校及び小学校併
設型中学校の制度を導入しました。令和４年４月１日に
義務教育学校緑園学園が開校し、併設型小・中学校７ブ
ロックと義務教育学校３校が９年間を通した資質・能力
の育成を目指すカリキュラム・マネジメントの充実に向
けた研究を進め、その成果を全市立学校に向けて発信し
ます。
授業改善支援
　増加する新任教員の授業力向上を支援するため、市内
４か所に「授業改善支援センター（ハマ・アップ）」を
開設しています。新刊図書や実践資料である学習指導案
等を情報資料として提供するとともに、指導主事や授業
改善支援員などによる「授業づくり講座」や「出前授業
づくり講座」「授業づくり相談」によって、授業力や教
師力の向上を支援しています。
学校評価の推進
 　「横浜市立学校 カリキュラム・マネジメント要領 学
校評価編」＜令和４年１月策定＞、「同別冊（令和７～
９年度版）」＜令和６年 11 月＞に基づき、各学校は、取
組の現状と課題について把握し、学校経営の改善につな
げる中期学校経営方針を作成し、取組を進めます。また
自己評価や保護者・地域住民・学校運営協議会等による
学校関係者評価を活用し、学校評価の取組を推進します。

教育総合相談センター
■教育総合相談センター ( 不登校支援・いじ

め対策課 )

　不登校やいじめ、友人関係、学習、学校での性被害な
どの教育相談や不登校児童生徒の社会的自立に向けた支
援などを行っています。
教育相談
　一般教育相談では、不登校、友人関係、学習、学校で
の性被害などの教育に関する様々な相談に電話で応じて
います。
　また、専門相談では、臨床心理士等を配置し、心理や
医療に関する相談に対応しています。
　24時間子どもＳＯＳダイヤルでは、365日24時間体制、
フリーダイヤルにより、いじめ等に関する相談に対応し
ています。
　学校生活あんしんダイヤルでは、社会福祉の専門職で
あるスクールソーシャルワーカーが児童生徒やその保護
者から、学校には相談しにくいことのほか、いじめや不
登校の背景にある学校生活での困りごとの相談を受け、
早期解決を図ります。　
　さらに、子どもや保護者、教員へ心理的な支援・助言
等を行うため、スクールカウンセラーを全小・中・義務
教育学校及び高等学校・特別支援学校（一部）に配置し
ており、チーム学校の一員として、学校における教育相
談体制の充実を推進しています。
　また、いじめや不登校などの背景にある様々な課題の

解決を図るため、スクールソーシャルワーカーを方面別
学校教育事務所及び不登校支援・いじめ対策課に配置し、
全小・中・義務教育学校及び高等学校・特別支援学校を
巡回しながら、学校からの要請にも応え訪問し、教職員
とともに子どもを支援するチーム支援体制を整えていま
す。
　スクールスーパーバイザー派遣事業では、教員の問題
解決能力の向上を図るため、心理の専門家等を学校に派
遣して、教員への相談・助言を行っています。
不登校児童生徒への支援
　横浜教育支援センターでは、不登校児童生徒の家庭に
大学生等を派遣し、児童生徒の話し相手や遊び相手にな
ることで心のつながりを育む「ハートフルフレンド事業」
や、家庭でオンライン学習教材を活用しながら自分のペ
ースで学習できる環境を提供する「アットホームスタデ
ィ事業」を実施しているほか、登校はできないものの外
出することができる児童生徒の通室施設「ハートフルス
ペース」や「ハートフルルーム」を運営しています。令
和７年８月には、「ハートフルセンター上大岡」を開設し、
オンラインを活用した多様な学びの提供や、保護者支援
の充実等に取り組んでいます。
　また、民間との連携事業として２か所の教育支援セン
ター「ハートフルみなみ」「ハートフル西部」を実施し
ているほか、外出することが困難な不登校児童生徒への
学習支援を行う「家庭訪問による学習支援等事業」も実
施するなど、民間事業者との連携を通じた支援の充実を
図っています。
　さらに、在籍級には登校できないものの、別室であれ
ば登校できる生徒を対象として、校内の特別支援教室等
に不登校生徒への対応の経験が豊富な教員経験者等を配
置し、校内の教科担当による指導や ICT 教材による学
習支援等を行う「校内ハートフル事業」を令和６年９月
から中学校全校で実施しています。
　これらの事業を通じて不登校児童生徒の「安心できる
居場所」と「学びの機会」を確保し、子どもや保護者を
孤立させることがないよう、支援を行っています。


